
 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用

の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について（平成12年３月８日老企

第41号）（抄） 

1 

新 旧 

第１～第４ （略） 

第５ 体制状況一覧表の記載要領について 

 １～６ （略） 

第１～第４ （略） 

第５ 体制状況一覧表の記載要領について 

 １～６ （略） 

 ７ 通所介護 

  ①～⑩ （略） 

 ７ 通所介護 

  ①～⑩ （略） 

（削る） 

 

⑪ 「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」については、令和３年度以降に、

居宅サービス単位数表注12に規定する加算について、通所介護事業所が

算定の評価対象となるための申出を行う場合に「あり」と記載させるこ

と。 

   

 

 

⑪ 「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」については、令和３年度以降に、

居宅サービス単位数表注12に規定する加算について、通所介護事業所が

算定の評価対象となるための申出を行う場合に「あり」と記載させるこ

と。 

  また、「ＡＤＬ等維持加算Ⅲ」については、令和３年改正告示附則第５ 

条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改 

正前の大臣基準第16号の２イに該当する場合に「あり」と記載させるこ 

と。また、（別紙19）「ＡＤＬ維持等加算に係る届出書」を添付させるこ 

と。 

⑫～⑳ （略） ⑫～⑳ （略） 

 ８～３９ （略） ８～３９ （略） 

４０ 地域密着型通所介護 

  ①～⑩ （略） 

４０ 地域密着型通所介護 

  ①～⑩ （略） 

（削る） 

 

⑪ 「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」については、通所介護と同様で

あるので、７⑪を準用されたい。 

 

 

 

⑪ 「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」及び「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」に

ついては、通所介護と同様であるので、７⑪を準用されたい。 

 

  ⑫～⑳ （略）   ⑫～⑳ （略） 

４１～５５ （略） ４１～５５ （略） 

第６ （略） 第６ （略） 

別紙１～１－４ （内容変更有） 別紙１～１－４  

 

Ⅰ－資料３① 


